
 

事 務 連 絡 

令和３年５月１０日 

 

介護保険サービス事業者等 代表者 様 

 

鹿児島市 長寿あんしん課長  

 

 

本県の新型コロナウイルス感染拡大の警戒基準の引き上げについて（通知） 

 

 かねてから、本市の介護保険・高齢者福祉行政にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

 また、平素より高齢者施設等における感染症対策にご尽力いただいておりますことに御礼申

し上げます。 

さて、標記の件につきまして、令和３年５月７日付で鹿児島県より別紙のとおり通知があり

ました。 

本市においても、感染者が急増しており、このままいけば、市内における病床がひっ迫する

ことが予想されますことから、改めて感染防止等の取組をさらに徹底していただくとともに、

職員等に対し、再度感染防止に係るマニュアル等を周知していただくなど、万全の対策を講じ

ていただきますようお願いします。 

また、介護保険サービス事業所等の従業者や利用者に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合は、当課までご連絡いただくとともに、事業所を臨時休業する場合は、「臨時休業の実施

状況報告書」をメールにて報告してください。 

なお、貴法人の介護サービス事業所等への周知についても併せてお願いします。 

 

 

【臨時休業の状況報告の様式】 

市ホームページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 新型コロナウイルス感染症への対応 > 介護 

保険サービス事業所における臨時休業の状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

長寿あんしん課 長寿施設係 

電話 099-216-1147 FAX 099-224-1539 

Eメールchoujuanshin-shi@city.kagoshima.lg.jp 

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/corona/kyuugyou.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/shisetu/corona/kyuugyou.html


高 生 第 7 5 号
建 第 1 0 - 6 7 号
令和３年５月７日

各関係施設等の長 様

鹿児島県くらし保健福祉部
高齢者生き生き推進課長
介 護 保 険 室 長

鹿児島県土木部
建 築 課 住 宅 政 策 室 長

本県の新型コロナウイルス感染拡大の警戒基準の引き上げについて（通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，
深く感謝申し上げます。

本県の感染状況については，５月１日には過去最多の60人の感染が判明し，その後
も連日40人を超える感染者が確認され，感染が急拡大しています。

今後の感染拡大の状況によっては，本県の医療提供体制のさらなる逼迫が強く懸念
されます。

このため，県では本日，感染拡大の警戒基準をステージⅡ（感染者漸増）からステ
ージⅢ（急増）に引き上げるとともに，本日から５月23日まで「感染拡大警報」を発
令したところです。

各関係施設等におかれては，これまでも感染防止対策に取り組んでいただいている
ところですが，今回のステージⅢへの引き上げを踏まえ，これまで送付している通知
等を再確認していただき，特に下記の点に留意した上で，感染防止対策を徹底してい
ただくようお願いします。

なお，通所介護，老人短期入所事業所等を併設されている施設等におかれましては，
各事業所への周知についても併せてお願いします。

記

１ 面会については，引き続き，緊急やむを得ない場合を除き，面会を制限する（オ
ンライン面会等の感染のおそれのない面会を除く。）等の対応

２ 職員や利用者で発熱等の症状がある方の速やかな医療機関の受診・検査

３ 外部からウイルスが侵入することがないよう，職員や在宅の利用者等について
は，健康管理及び体調不良時の出勤やサービス利用を控える等の対策の徹底

４ 「３ない運動」，「３つの黙」（別添１）及び「コロナ対策 チェックリスト」
（別添２）による自主点検等の感染防止対策の徹底

（問合せ先）
鹿児島県くらし保健福祉部

高齢者生き生き推進課施設整備係（担当 池田）
電話：099-286-2703

介護保険室事業者指導係(担当 畠中）
電話：099-286-2687

鹿児島県土木部建築課住宅政策室
住宅企画係（担当 倉内）

電話：099-286-3740






